
は
じ
め
に

　

拙
前
稿
「
国
保
の
源
流
の
筑
前
宗
像
の
「
定
礼
」
と
「
こ
も
り
」
と
の
地
域
的
一
致
考（

１
）」

で
は
、
医
師
井
上
隆
三
郎
の
提
題
の
、「
定

礼
」
地
域
と
「
こ
も
り
」
地
域
と
の
、
地
域
的
一
致
性
の
必
然
性
・
偶
然
性
如
何
と
の
問
い
に
、
筆
者
は
、
両
者
間
に
、
積
極
的
関
係

性
・
一
致
性
が
否
定
出
来
な
い
と
推
論
し
た
。
次
に
井
上
医
師
は
「
定
礼―

―

こ
の
よ
う
な
扶
け
合
い
の
制
度
が
生
ま
れ
る
に
は
、
そ

れ
が
育
ま
る
べ
き
、
な
ん
ら
か
の
土
壌
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
宗
像
郡
に
は
、
定
礼
よ
り
も
記
録
的
に
古
い
も
の
と
し
て

「
産う
ぶ

子ご

養
（
２
）

育
」
と
い
う
相
互
扶
助
も
あ
っ
た（

３
）。」

と
指
摘
す
る
。
井
上
の
論
理
に
従
え
ば
、国
民
健
康
保
険
制
度
の
源
流
は
定
礼
制
度
で
、

そ
の
定
礼
制
度
の
土
壌
は
産
子
養
育
制
度
と
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
の
ね
ら
い
は
、
ま
ず
、
国
保
の
源
流
の
「
定
礼
」
制
度
形
成
の
背
景
に
、
よ
り
古
く
既
存
の
「
産
子
養
育
」
制
度
と
い
う
土
壌

の
生
成
と
制
度
化
と
を
考
え
る
端
緒
を
得
る
た
め
に
取
り
上
げ
た
山
村
の
事
例
（
藤
八
ら
）
と
漁
村
の
事
例
（
僧
忍
照
）
と
の
覚
書
を

作
成
し
、
次
に
、
命
題
「
定
礼
制
度
は
産
子
養
育
制
度
を
土
壌
と
す
る
」
の
論
理
相
検
討
の
覚
書
作
成
を
以
て
結
ぶ
。

国
保
の
源
流「
定
礼
」制
度
創
設
背
景
の
児
童
福
祉「
産う
ぶ
子ご

養
育
」管
窺

　
　

 

小　

山　

一　

乘

二
五



一　

捨
子
問
題
及
び
貧
窮
産
子
・
間
引
き
問
題
の
史
料
例

　

１　

捨
子
史
料

　

ⅰ　
『
古
事
記
』
に
み
え
る
伊イ

ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

耶
那
岐
命
と
伊イ

ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

耶
那
美
命
と
の
捨
子
の
描
写

　
「
日
本
神
話
で
、
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
二
神
の
間
に
最
初
に
生
ま
れ
た
子
。
三
歳
に
な
っ
て
も
脚
が
立
た
ず
、
流
し
捨
て
ら
れ
た
と
伝

え
る
。（
略（
４
））」

の
は
捨
子
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
記
に
「（
雖
然
久
美
度
邇
【
此
四
字
以
音
】）
興
而
生
子
水
蛭
子
此
子
者
入
葦
船
而

流
去
（
水ひ

る

こ
蛭
子
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
此
の
子
は
葦
船
に
入
れ
て
流
し
去
す
て
つ
）」
と
み
え
る
。
な
お
、
ヒ
ル
コ
の
表
記
は
、
古
事
記

で
は
水
蛭
子
、
日
本
書
紀
で
は
蛭
児
と
表
記
す
る
。
記
紀
で
の
捨
子
と
後
世
の
捨
子
と
の
差
異
に
関
し
井
上
は
「
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ

ミ
の
二
神
が
捨
子
さ
れ
た
子
は
「
水
蛭
子
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
書
紀
に
「
已
ニ
三
歳
ト
イ
エ
ド
モ
脚
ナ
オ
立
タ
タ
ズ
」
と
註
釈
さ

れ
て
お
り
、
重
症
の
身
体
障
害
児
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
捨
子
は
親
自
身
が
家
計
的
に
飢
え
て
い
た
た
め
、「
こ
の
児
飢
え

ざ
れ
ば
、
我
が
身
飢
ゆ
。」
と
い
う
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
貧
し
さ
の
た
め
で
あ
っ
た（
５
）。」

と
捨
子
事
情
の
今
昔
を
比
較
す
る
。
井
上
は
、

史
上
、
捨
子
理
由
に
は
、
医
療
上
と
、
親
の
家
計
貧
窮
上
と
の
二
面
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

ⅱ　

松
尾
芭
蕉
『
野
ざ
ら
し
紀
行　

二
』（
一
六
八
四
（
貞
享
元
）
年
秋
〜
翌
年
四
月
）
に
み
え
る
捨
子
の
描
写

　

芭
蕉
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
「
富
士
川
の
捨
て
子
」
の
項
に
次
が
み
え
る
。

　

 

富
士
川
の
ほ
と
り
を
行
に
、
三
つ
計
な
る
捨
子
の
、
哀
氣
に
泣
有
。
こ
の
川
の
早
瀬
に
か
け
て
う
き
世
の
波
を
し
の
ぐ
に
た
え
ず
。

露
計
の
命
待
間
と
、　

捨
置
け
む
、
小
萩
が
も
と
の
秋
の
風
、
こ
よ
ひ
や
ち
る
ら
ん
、
あ
す
や
し
ほ
れ
ん
と
、
袂
よ
り
喰
物
な
げ
て

と
を
る
に
、

二
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猿
を
聞
人
捨
子
に
秋
の
風
い
か
に

　
 

い
か
に
ぞ
や
、
汝
ち
ゝ
に
悪
ま
れ
た
る
欤
、
母
に
う
と
ま
れ
た
る
か
。
ち
ゝ
は
汝
を
悪
に
あ
ら
じ
、
母
は
汝
を
う
と
む
に
あ
ら
じ
。

唯
こ
れ
天
に
し
て
、　

汝
が
性
の
つ
た
な
き
（
を
）
な
け
。

　

訳
解
す
る
。「
富
士
川
の
ほ
と
り
を
旅
し
て
い
る
と
、
三
歳
ば
か
り
の
捨
て
子
が
、
悲
し
そ
う
に
泣
い
て
い
る
。
親
は
、
こ
の
子
を

川
の
早
瀬
に
投
げ
込
ん
で
、
自
分
た
ち
だ
け
浮
世
の
波
を
乗
り
越
え
て
生
き
て
は
い
け
な
い
、
わ
ず
か
で
も
こ
の
子
の
命
が
あ
る
間
は

こ
の
ま
ま
に
し
て
、
と
の
思
い
で
、
人
知
れ
ず
捨
て
置
い
て
立
ち
去
っ
た
の
だ
ろ
う
。
小
萩
に
吹
き
つ
け
る
冷
た
い
秋
の
風
に
、
今
夜

の
う
ち
に
命
を
散
ら
し
て
し
ま
う
の
か
、
明
日
に
も
し
お
れ
て
し
ま
う
の
か
と
哀
れ
に
思
い
な
が
ら
、
た
も
と
か
ら
食
べ
物
を
取
り
出

し
て
投
げ
与
え
、
通
り
過
ぎ
る
時
に
、
一
句
を
吟
じ
て
、
猿
の
声
に
悲
愁
を
聞
く
詩
人
た
ち
は
、
こ
の
冷
え
冷
え
と
し
た
秋
風
の
中
に

捨
て
ら
れ
た
子
の
あ
わ
れ
み
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
詠
む
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。」
を
得
る
。
筆
者
は
次
の
言
葉
に
注
目
す
る
。

　

 

坊
や（

６
）、

一
体
ど
う
し
た
と
い
う
の
だ
。
父
親
に
憎
ま
れ
た
の
か
、
母
親
に
嫌
わ
れ
た
の
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
父
親
が

お
前
を　

憎
ん
だ
の
で
も
、
母
親
が
嫌
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
た
だ
た
だ
天
が
成
し
た
こ
と
で
、
お
前
の
も
っ
て
生
ま
れ

た
悲
運
の
定
め
と
、
嘆
く
ほ
か　

な
い
の
だ
よ
。

　

去
る
に
際
し
て
の
芭
蕉
の
た
し
か
に
今
生
の
別
れ
の
言
葉
は
奈
落
の
修
羅
場
で
の
慈
悲
の
精
一
杯
の
究
極
的
境
地
の
立
文
字
で
あ
る

か
。「
こ
れ
は
、
た
だ
た
だ
天
が
成
し
た
こ
と
で
、
お
前
の
も
っ
て
生
ま
れ
た
悲
運
の
定
め
と
、
嘆
く
ほ
か
な
い
の
だ
よ
。」
と
は
究
極

の
「
悲
」
で
あ
る
。
捨
子
容
認
か
、
助
長
論
か
が
問
わ
れ
る
昨
今
の
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
論
よ
り
も
残
酷
で
あ
る
。
芭
蕉
と
小
林
一
茶
と

二
七



は
家
庭
的
薄
幸
が
似
て
い
る
。
芭
蕉
の
こ
の
歌
の
心
境
と
、
他
方
「
わ
れ
と
来
て
遊
べ
や
親
の
な
い
雀（

７
）」（

一
茶
）
の
心
境
と
の
差
異
・

温
度
差
は
い
か
が
か
。
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
冷
徹
で
明
晰
な
芭
蕉
の
情
理
は
、
今
昔
の
産
子
養
育
・
捨
子
対
策
の
児
童
福
祉
論
へ
の
援
用
は

可
能
か
否
か
思
議
は
窮
ま
る
。
富
士
川
の
捨
て
子
は
自
助
・
共
助
・
公
助
の
縁
の
う
す
い
「
捨
子
」
と
し
て
、
飢
餓
地
獄
・
栄
養
失
調
・

急
性
感
染
症
等
に
罹
患
し
、
終つ
い

に
は
明
日
に
も
川
の
流
れ
に
身
を
浮
か
べ
流
さ
れ
「
病
気
の
経
過
の
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
」・「
死
の
転

帰（
８
）」

の
際
、
馴
染
み
の
故
人
の
祖
父
母
等
の
お
迎
え
現
象
も
な
く
、
不
安
・
恐
怖
の
渦
中
、
死
を
た
だ
待
つ
の
み
と
芭
蕉
は
言
い
切
る

の
か
。
富
士
川
の
捨
て
子
の
例
は
江
戸
期
の
「
捨
て
殺
し
」
の
ご
く
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

　

ⅲ　

飢
饉
と
「
徳
満
寺
（
真
言
宗
、
茨
城
県
利
根
町
）」
の
「
間
引
き
絵
馬
」
と
柳
田
國
男

　

周
知
の
「
徳
満
寺
（
真
言
宗
、
茨
城
県
利
根
町
）」
の
「
間
引
き
絵
馬
」
の
悲
惨
な
地
獄
絵
図
も
江
戸
期
の
風
俗
現
象
を
活
写
す
る
。

産
褥
の
「
母
親
が
自
ら
産
ん
だ
ば
か
り
の
赤
ん
坊
を
力
い
っ
ぱ
い
押
さ
え
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
追
い
詰
め
ら
れ
る
飢
饉
」

に
よ
る
困
窮
の
な
す
「
業
」
で
あ
る
。
民
俗
学
の
父
と
な
る
柳
田
國
男
少
年
（
明
治
二
十
一
年
時
、
十
三
歳
）
は
療
養
の
た
め
兄
で
医

師
の
松
岡
鼎
を
頼
っ
て
利
根
川
べ
り
の
間
引
き
絵
馬
近
く
で
生
活
し
て
い
る
。
柳
田
國
男
少
年
の
心
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
の
が
こ

の
利
根
の
「
間
引
き
絵
馬
」
で
あ
る
。
柳
田
國
男
が
農
政
・
民
俗
学
を
研
究
す
る
動
機
は
「
こ
う
し
た
、
飢
饉
を
絶
滅
せ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
念
い
が
、
國
男
少
年
の
心
に
芽
生
え
、
学
問
の
道
へ
志
向
せ
し
め
た
と
さ
れ
る
。

　

享
保
の
大
飢
饉
（
一
七
三
二
）、
天
明
の
大
飢
饉
（
一
七
八
二
〜
八
七
）、
天
保
の
大
飢
饉
（
一
八
三
三
〜
三
九
）
で
は
、
多
数
の
餓

死
者
が
で
て
農
村
は
荒
廃
し
、
多
数
の
堕
胎
・
間
引
き
・
捨
子
が
流
行
し
た
。
天
明
の
飢
饉
は
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
、
浅
間
山

の
噴
火
が
原
因
で
、
関
東
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
大
量
の
火
山
灰
が
降
り
、
農
作
物
に
大
打
撃
を
与
え
、
世
に
い
う
天
明
の
大

飢
饉
を
も
た
ら
す
。
江
戸
で
も
物
価
の
急
騰
で
庶
民
の
生
活
を
直
撃
し
た
。
こ
の
年
は
、
世
界
各
地
で
火
山
の
噴
火
が
続
き
、
浅
間
山

の
噴
火
も
そ
れ
に
連
動
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
時
の
江
戸
幕
府
老
中
の
田
沼
意
次
は
「
御
救
い
小
屋
」
を
設
置
し
、
窮
民
に

二
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一
日
三
合
の
米
を
配
給
し
、
関
東
近
郊
か
ら
江
戸
へ
米
を
集
め
な
ん
と
か
危
機
を
乗
り
切
っ
た
。
だ
が
、
東
北
地
方
に
は
無
策
だ
っ
た

た
め
、
東
北
地
方
を
中
心
に
約
三
十
万
人
も
の
餓
死
者
を
出
し
た
。
こ
の
と
き
福
岡
藩
所
縁
の
米
沢
藩
主
の
上
杉
鷹
山
は
自
ら
粥
食
に

し
て
倹
約
励
行
の
政
治
を
実
施
す
る
。
同
時
期
を
ほ
ぼ
並
行
し
て
生
存
し
た
有
縁
の
福
岡
藩
主
黒
田
継
高
と
似
る
。
田
沼
の
対
東
北
方

面
へ
の
無
策
対
応
は
東
北
地
方
の
民
を
捨
子
同
然
に
扱
っ
た
の
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
飢
饉
に
よ
る
、
娘
の
身
売
り
等
の
悲
劇
を
憂
い

て
打
開
策
を
念
う
周
知
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は
、
農
村
経
済
探
究
の
岩
手
県
人
宮
沢
賢
治
の
胸
中
に
涌
く
東
北
人
の
今
昔
積
年
の
無

念
さ
と
悲
か
な
し
みの

深
層
表
明
を
成
す
と
筆
者
は
思
う
。
中
央
と
地
方
と
の
今
昔
積
年
の
格
差
問
題
論
は
明
治
維
新
後
も
続
き
、
薩
長
土
肥
関

係
者
か
ら
「
白
河
以
北　

一
山
百
文
」
と
揶
揄
さ
れ
る
故
事
は
贅
言
不
要
で
あ
る
。「
富
士
川
の
捨
て
子
」
や
「
間
引
き
絵
馬
」
の
事

象
は
江
戸
期
国
内
の
風
俗
現
象
で
あ
り
産
子
養
育
・
定
礼
発
祥
の
筑
前
宗
像
地
域
も
例
外
で
は
な
い
。

二　

捨
子
対
策
施
策

　

１　

徳
川
綱
吉
の
「
生
類
憐
れ
み
の
令
」
再
評
価
と
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト（

９
）的

捨
子
対
策―

―

中
央
江
戸
か
ら―

―

　

天
下
の
悪
法
と
か
犬
将
軍
の
令
と
し
て
一
般
に
酷
評
さ
れ
る
「
生
類
憐
れ
み
の
令
」
は
、
実
は
、
犬
だ
け
で
な
く
、
嬰
児
・
傷
病
人

保
護
に
も
目
配
り
を
す
る
諸
法
令
の
通
称
で
あ
る
こ
と
へ
の
再
注
目
が
要
る）

10
（

。

　

一
、
捨
て
子
こ
れ
有
り
候
は
ば
、
早
速
届
け
る
に
及
ば
ず
、
そ
の
所
の
者
い
た
は
り
置
き
、
直じ

き

に
養
ひ
候

そ
う
ろ
うか

、
ま
た
は
望
み
の
者
こ

れ
有
り
候
は
ば
、
遣
は
す
べ
く
候
。
急き

っ
と度

付
け
届
け
る
に
及
ば
ず
候
事
。

　
　
　
（
中
略
）

　

一
、
犬
ば
か
り
に
限
ら
ず
、
惣
じ
て
生
類
、
人
々
慈
悲
の
心
を
本
と
い
た
し
、
あ
は
れ
み
候
儀
肝
要
の
事
。　
　

以
上

二
九



　

上
記
の
捨
子
の
項
を
訳
す
。「
捨
て
子
が
あ
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
届
け
出
よ
う
と
せ
ず
、そ
の
場
所
の
者
が
い
た
わ
り
、み
ず
か
ら
養
う
か
、

ま
た
は
望
む
者
が
い
れ
ば
そ
の
養
子
と
せ
よ
。
必
ず
し
も
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。」
と
。
江
戸
市
中
が
さ
な
が

ら
昨
今
の
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
」
的
で
あ
る
。「
生
類
憐
れ
み
の
令
」
は
近
年
で
は
再
評
価
化
が
あ
り
、
儒
教
に
基
づ
く
文
治
政
治
の

一
環
と
解
し
「
生
類
憐
れ
み
の
政
策
」
と
の
プ
ラ
ス
的
評
価
を
す
る
研
究
も
あ
る
。（
竹
中
伸
夫
、
二
〇
一
二）

11
（

）。

　

２　

筑
前
宗
像
の
山
村
の
大
庄
屋
四
人
の
「
捨
子
防
止
策
の
申
し
出
」―

―

山
村
か
ら
の
場
合―

―

　

ⅰ　

福
岡
藩
「
捨
子
」
の
禁
令
再
発
事
態
：「
捨
子
猥
り
に
捨
て
候
儀
こ
れ
あ
る
に
付
き
…
そ
の
科
（
と
が
）
軽
ろ
か
ら
ず
候
亊
」

　

定
礼
の
メ
ッ
カ
筑
前
福
岡
藩
下
で
は
ど
う
か
。井
上
隆
三
郎
が
注
目
す
る
近
畿
以
西
を
お
そ
っ
た
享
保
十
七
年
の
大
飢
饉）

12
（

の
際
の「
当

時
の
記
録
『
壬
子
荒
政
記
』
に
よ
れ
ば
、「
田
地
四
十
二
万
六
百
石
余
損
亡
し
、
残
る
所
は
わ
ず
か
に
四
万
三
千
二
百
石
余
の
作
の
み）

13
（

」

と
井
上
は
指
摘
す
る
。
福
岡
藩
で
も
種
々
様
々
の
救
済
処
置
を
講
じ
る
も
及
び
難
く
、「
当
国
十
万
余
人
死
人
こ
れ
あ
り
。（
綜
合
福
岡

藩
年
表）

14
（

）」
と
の
惨
状
で
、「
享
保
三
（
一
七
一
八
）
年
の
筑
前
総
人
数
調
で
は
三
一
万
一
八
四
八
人
と
あ
る
か
ら
、
人
口
の
三
分
の
一

が
餓
死
し
た）

15
（

。」
事
態
で
捨
子
・
間
引
き
が
激
化
す
る
。

　

福
岡
藩
は
「
捨
子
猥
り
に
捨
て
候
儀
こ
れ
あ
る
に
付
き
…
…
そ
の
科と

が

軽
ろ
か
ら
ず
候
亊）

16
（

」
と
「
お
触
れ
」
を
発
す
る
が
、
親
か
ら
す

れ
ば
「
こ
の
児
飢
え
ざ
れ
ば
、
我
が
身
飢
ゆ
」
の
危
機
的
・
限
界
的
状
況
で
、
宗
教
発
生
条
件
を
成
し
得
る
。
稲
作
・
畑
作
の
即
戦
的

労
働
力
は
親
・
青
年
・
大
人
で
あ
り
「
腹
が
減
っ
て
は
戦
は
で
き
ぬ
」
で
労
働
人
材
担
保
優
先
で
あ
る
。
飢
え
た
民
が
敢
行
す
る
捨
子

は
、
藩
発
行
の
一
片
の
法
令
で
は
空
論
で
抑
制
不
可
能
で
あ
る
。
享
保
二
十
（
一
七
三
五
）
年
、
福
岡
藩
は
禁
令
を
再
発
令
す
る
。
当

時
「
筑
前
国
で
は
耕
す
人
も
餓
死
し
た
〈
浮
田
地）

17
（

〉」
が
多
く
な
り
、
農
地
は
荒
れ
果
て
て
い
く
。

三
〇



　

ⅱ　

一
七
三
六
年
、
郡
役
所
宛　

捨
子
未
然
防
止
対
策
仕
組
み
（
願
い
）
提
出
の
庄
屋
藤
八
ら
百
姓
四
人
の
村
々

　

折
し
も
、
藩
の
禁
令
再
発
令
の
翌
年
の
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
五
月
二
十
三
日
に
、
山
村
の
四
人
の
百
姓
が
、
郡
役
所
に
対
し
て
、

「
耕
作
人
不
足
に
付
き
、
捨
子
仕つ
か
ま
つら

ざ
る
様
の
仕
組
み
を
相
立
て
仕
り
度
く
」
と
の
「
願
い
」
を
提
出
し
た
。
四
人
の
百
姓
と
村
々
は

「
宗
像
郡
大
庄
屋
、
徳
重
村
の
藤
八
、
野
坂
村
の
市
三
朗
、
大
穂
村
の
藤
五
郎
、
本
木
村
の
治
助）

18
（

」
で
あ
る
。
こ
こ
の
村
々
は
、
拙
前

稿
で
み
た
「
こ
も
り
」・「
定
礼
」
の
在
っ
た
大
字
空
間）

19
（

で
あ
る
。
彼
等
の
生
活
風
土
は
共
通
で
あ
る
。

　

上
記
村
々
の
農
村
経
済
の
貧
富
を
推
量
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
記
が
あ
る
。
本
木
村
に
自
然
地
理
的
に
隣
接
す
る
舎
利
蔵
の
土
壌
に

つ
い
て
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
「
舎
利
倉マ
マ

村
、
山
の
か
た
ハ
ら
に
あ
る
村
也
、
此
地
田
圃
肥
饒
な
る
亊
、
国
中
第
一
二
の
上
品
也
。」

と
の
記
が
み
え
る
。
当
「
舎
利
蔵
」・「
舎
利
倉
」
の
詳
細
は
拙
前
稿
で
ふ
れ
た
。「
此
地
田
圃
肥
饒
な
る
亊
、
国
中
第
一
二
の
上
品
也
」

と
定
義
し
て
い
る
。
肥
饒
な
土
壌
基
盤
な
ら
収
穫
面
で
は
「
豊
饒
」
が
約
束
さ
れ
る
。
こ
の
肥
饒
と
豊
饒
と
は
、
物
心
両
面
を
念
う
産

子
養
育
制
度
設
計
の
物
質
的
豊
か
さ
、
精
神
的
豊
か
さ
を
担
保
す
る
背
景
的
基
盤
・
土
壌
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
筆
者
は
穿
つ
。
と
こ

ろ
で
近
畿
以
西
を
お
そ
っ
た
享
保
の
大
飢
饉
の
際
、
舎
利
蔵
村
の
飢
饉
災
禍
の
有
無
等
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
今
後
の
調
査
課

題
で
あ
る
。
仮
に
飢
饉
の
際
に
も
本
木
・
舎
利
蔵
の
農
作
物
が
豊
饒
な
ら
、
巷
間
に
言
う
「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
で
、
物
心
の

余
裕
が
万
が
一
に
備
え
る
産
子
養
育
設
計
を
多
角
的
に
ゆ
と
り
を
持
っ
て
熟
考
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
思
量
さ
れ
る
。
洪
水
害
等

に
悩
ま
さ
れ
る
例
え
ば
宗
像
大
社
直
近
の
釣
川
流
域
と
は
異
な
る
自
然
地
理
的
環
境
が
穿
た
れ
る
。

　

ⅲ　

村
々
の
庄
屋
の
願
い
「
捨
子
仕
ら
ざ
る
様
の
仕
組
」
は
後
の
福
岡
藩
の
重
要
政
策
「
産
子
養
育
制
度
」
起
源
と
な
る

　

大
庄
屋
藤
八
ら
四
人
の
庄
屋
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
願
い
」
の
文
言
は
具
体
的
に
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　

 

耕
作
人
不
足
に
て
粗
末
に
相
成
り
候
亊
ゆ
え
、
捨
子
仕
ら
ざ
る
様
か
ね
て
存
じ
寄
り
居
り
申
し
候
と
こ
ろ
、
去
る
冬
捨
子
仕
ら
ざ
る

三
一



様
仰
せ
出
ら
れ
候
に
付
き
、
何
れ
も
申
し
談
じ
、
貧
窮
の
者
ま
で
捨
て
申
さ
ず
、
養
育
の
た
め
郡
中
人
別
鳥
目
四
ツ
、
又
は
八
ツ
あ

て
年
々
指
し
出
し
置
き
、
出
生
の
節　

貧
窮
の
者
へ
米
壱
、
弐
俵
あ
て
遣
わ
し
申
す
可
き
旨
、
仕
組
相
立
て
郡
中
村
々
庄
屋
に
申
し

談
じ
候
と
こ
ろ
、
そ
の
意
を
得
て
候
。
い
よ
い
よ
申
し
付
け
候
は
そ
の
通
り
仕
り
度
き
旨
申
し
出
候）

20
（

。

端
的
に
い
え
ば
、「
各
戸
か
ら
鳥
目）

21
（

す
な
わ
ち
金
銭
を
醵
出
し
、
貧
窮
者
の
産
子
に
年
に
一
、二
俵
の
米
を
与
え
よ
う
と
い
う
仕
組
み
」

で
あ
る
。
喫
緊
の
課
題
の
「
捨
子
仕
ら
ざ
る
樣
の
仕
組
み
」
制
度
設
計
提
示
で
あ
る
。
実
際
生
活
に
有
用
な
具
体
的
解
決
策
を
案
出
し

て
い
る
。
子
供
の
確
た
る
養
育
は
、
や
が
て
田
畑
の
耕
作
の
労
働
力
担
保
に
直
結
す
る
と
い
う
実
用
的
な
思
考
と
行
動
、
つ
ま
り
行
動

経
済
の
構
想
基
盤
が
あ
る
。
子
供
は
大
事
に
養
育
す
べ
き
と
い
う
家
庭
経
済
的
・
社
会
経
済
的
・
社
会
福
祉
的
な
論
理
が
あ
る
。
子
供

が
餓
死
し
て
の
少
子
化
は
回
避
す
べ
き
と
い
う
農
村
人
口
経
済
危
機
回
避
の
実
際
的
具
体
的
智
慧
で
あ
る
。
こ
の
智
慧
は
「
被
支
配
階

級
の
農
民
の
間
か
ら
自
主
的
に
、
経
済
的
裏
付
け
を
も
っ
て
、
捨
子
を
未
然
に
防
ぐ
制
度
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
、
他
に
そ
の
記
録
を

見
ず
、
わ
が
国
の
相
互
扶
助
制
度
の
歴
史
か
ら
し
て
も
注
目
さ
る
べ
き
こ
と
」
で
あ
っ
た）
22
（

。

　

こ
の
願
い
は
福
岡
藩
政
史
上
時
宜
を
得
て
い
る
。
捨
子
の
禁
令
発
令
、
耕
作
人
の
減
少
が
藩
の
石
高
収
入
行
財
政
に
甚
大
な
打
撃
を

与
え
て
い
た
時
局
で
あ
っ
た
の
で
、
郡
奉
行
経
由
で
福
岡
藩
六
代
目
藩
主
の
黒
田
継
高
に
願
い
は
取
り
次
が
れ
、
藩
主
は
彼
等
の
願
い

を
「「
奇
特
の
至
り
」
と
賞
し
て
、
直
ち
に
許
可
し
実
行
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
中
老
・
吉
田
六
郎
太
夫
は
藩
主
の
こ
の
言
葉
を
そ
え
、

こ
の
養
育
仕
組
を
「
村
々
庄
屋
は
申
す
に
及
ば
ず
、末
々
ま
で
相
守
り
候
よ
う
申
し
談
ず
べ
く
候）
23
（

」」
と
書
に
記
し
郡
奉
行
に
送
達
し
た
。

捨
子
未
然
防
止
を
め
ざ
す
情
理
に
拠
る
堅
固
な
標
準
化
可
能
な
制
度
設
計
提
言
史
で
あ
る
。（
太
字
筆
者
）

三
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３　

仏
教
児
童
福
祉
・
経
世
済
民
具
現
の
福
間
の
浜
の
勝
浦
村
の
永
島
半
次
兵
衛
寛
勝
・
忍に

ん

照し
よ
う

和
尚

　
　
　

―
―

漁
村
か
ら
の
場
合―

―
　

ⅰ　

近
世
中
期
、
福
岡
藩
で
も
捨
子
の
風
習）

24
（

　
『
福
間
町
史　

通
史
編
』
の
「
第
五
編　

近
世
、
第
三
章　

福
間
浦　

第
四
節　

浦
の
組
織
と
自
治　

二　

浦
の
自
治
」
に
次
記
が

み
え
る
。

　

 

近
世
中
期
、
福
岡
藩
内
で
も
捨
子
風
習
が
あ
り
、
た
と
え
ば
双
子
の
場
合
で
も
一
人
は
捨
て
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
宗
像
郡
勝
浦
村

の
永
島
忍
照
は
せ
め
て
勝
浦
村
と
勝
浦
浜
だ
け
で
も
こ
の
よ
う
な
風
習
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
、
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
ご
ろ
か
ら

「
村
々
で
は
貧
富
の
差
な
ど
が
あ
る
が
、
せ
め
て
う
ま
れ
た
と
き
く
ら
い
は
平
等
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
托
鉢
を
し
な
が
ら

説
い
て
回
っ
た
。
や
が
て
彼
と
そ
の
一
族
を
は
じ
め
相
当
の
資
金
が
集
ま
り
、
勝
浦
村
で
生
ま
れ
た
子
供
は
す
べ
て
同
じ
産
着
を
着

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
福
岡
藩
は
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
に
「
掟
」
を
村
々
・
浦
々
に
出
し
た）
25
（

。

　

漁
村
・
浦
と
藩
と
の
関
係
が
俯
瞰
で
き
、
富
士
川
の
捨
て
子
の
如
き
風
習
の
類
例
は
福
岡
藩
内
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ⅱ　

忍
照
の
思
考
と
行
動
の
概
要―

―

児
童
福
祉
の
祖
の
ひ
と
り
と
称
さ
れ
る―

―

　

忍
照
は
真
言
宗
の
僧
（
名
）
で
あ
る
。
俗
名
は
永
島
半は

ん
じ
ひ
ょ
う
え
ひ
ろ
か
つ

次
兵
衛
寛
勝
で
「
実
家
は
、
江
戸
時
代
代
々
の
勝
浦
村
庄
屋
（
甘
住
屋
の
屋

号
を
持
つ
造
り
酒
屋
）
で
、か
つ
江
戸
時
代
に
永
島
姓
（
苗
字
）
を
持
っ
て
い
た
家
柄）

26
（

」
で
も
あ
っ
た
。
忍
照
は
も
と
農
民
だ
っ
た
が
、

病
気
で
息
子
に
家
業
を
譲
り
出
家
し
た
。「
非
常
に
慈
悲
深
い
人
物
」
と
伝
わ
り
、
忍
照
三
代
（
本
人
、
息
子
、
孫
・
僧
）
は
皆
人
徳

が
あ
る
と
伝
わ
る
。
遺
伝
的
か
、
環
境
的
か
、
輻
輳
的
か
等
の
論
は
今
筆
者
は
割
愛
す
る
。
妻
も
出
家
し
貞て
い
し
ゅ寿

と
名
乗
る
。

三
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ⅲ　

忍
照
は
雷
山
千
如
寺
大
悲
王
院
の
実
相
律
師
を
師
僧
に
得
度
剃
髪
受
戒
・
法
名
忍
照
、
妻
も
得
度
受
戒
し
法
名
貞
寿

　

今
日
の
福
岡
県
糸
島
郡
に
あ
る
真
言
宗
雷
山
千
如
寺
大
悲
王
院
の
実
相
律
師
を
師
僧
と
し
て
得
度
・
受
戒
し
出
家
。
観
心
庵
（
観
音

堂
）
を
建
立
し
、
後
に
、
円
通
寺
想
智
院
（
惣
智
院
と
の
記
も
）
建
立
す
る
（
開
山
）。
出
家
し
た
妻
貞
寿
も
夫
婦
同
行
の
福
祉
行
を

実
践
し
た
。
真
言
宗
「
雷
山
千
如
寺
に
つ
い
て
」
当
山
の
「
案
内
」
に
「
成
務
天
皇
四
十
八
年
（
一
七
八
）、
雷
山
の
地
主
神
で
あ
る

雷
大
権
現
の
招
き
で
渡
来
し
て
、
天
竺
霊
鷲
山
の
僧
、
清
賀
上
人
の
開
創
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
勅

願
道
場
と
な
り
、
七
堂
伽
藍
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
歴
代
天
皇
を
は
じ
め
、
天
下
の
武
将
・
豪
族
が
競
っ
て
尊
崇
し
、
鎌
倉
幕
府
を
始

め
、
諸
大
名
が
祈
願
文
を
捧
げ
、
斉
田
を
寄
進
し
、
一
山
三
百
坊
に
及
び
ま
し
た
。
特
に
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
は
福
岡
藩
主
、

黒
田
継
高
公
が
現
在
の
寺
で
あ
る
大
悲
王
院
を
建
立
し
た
」
と
み
え
、「
安
産
、
子
育
て
、
開
運
厄
除
等
の
祈
願
所
、
身
代
わ
り
の
御

守
り
「
サ
ム
ハ
ラ
」
の
お
授
け
所
」
と
し
て
一
般
大
衆
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
（
ｗ
ｅ
ｂ
版
参
照
）。
忍
照
が
得
度
・
受
戒
し
た
雷
山

千
如
寺
が
「
安
産
」・「
子
育
て
」・「
開
運
厄
除
」
等
の
祈
願
所
と
い
う
機
縁
は
忍
照
の
産
子
養
育
の
契
機
と
穿
つ
。

　

ⅳ　

福
岡
藩
主
黒
田
継
高
（
一
七
〇
三
〜
一
七
七
五
）
の
施
政
環
境
考

　

産
子
養
育
制
度
形
成
に
は
福
岡
藩
主
黒
田
継
高
の
姿
勢
は
看
過
で
き
な
い
。
在
位
は
一
七
一
九
〜
一
七
六
九
で
、
半
世
紀
に
わ
た
り

藩
政
長
期
熟
考
構
想
上
プ
ラ
ス
面
が
あ
る
。
幕
府
第
七
代
将
軍
家
継
の
元
で
元
服
し
そ
の
偏
諱
を
受
け
て
継
高
に
改
名
す
る
ほ
ど
の
幕

府
徳
川
家
と
の
力
強
い
関
係
は
看
過
出
来
な
い
。
天
下
国
家
眺
望
の
中
央
と
、
遙
か
に
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群

を
視
座
と
し
て
大
陸
を
も
眺
め
俯
瞰
す
る
政
治
的
環
境
す
な
わ
ち
土
壌
が
福
岡
藩
に
は
あ
る
。
重
臣
吉
田
栄
年
・
親
子
ら
を
登
用
し
運

上
銀
の
改
定
を
行
い
、
享
保
の
大
飢
饉
後
の
窮
民
対
策
を
実
施
し
藩
政
改
革
は
、
一
定
の
成
果
を
収
め
た
。
山
村
の
藤
八
ら
も
漁
村
の

忍
照
も
、
藩
主
継
高
と
の
機
縁
が
あ
り
、
筑
前
宗
像
の
産
子
養
育
制
度
創
設
に
至
る
。
爾
後
の
、「
定
礼
」
制
度
と
い
う
医
療
行
財
政

形
成
基
盤
推
進
へ
の
土
壌
と
も
な
る
産
子
養
育
へ
の
舵
取
り
を
し
た
重
要
な
藩
次
元
の
人
的
土
壌
と
し
て
機
能
し
た
藩
主
と
筆
者
は
思

三
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う
。
経
世
済
民
の
名
君
上
杉
鷹
山
（
一
七
五
一
〜
一
八
二
二
）
は
高
鍋
藩
主
・
秋
月
種
美
の
次
男
で
、
母
は
黒
田
長
貞
（
秋
月
藩
主
）

の
娘
・
春
姫
。
母
方
の
祖
母
の
豊
姫
が
米
沢
藩
第
四
代
藩
主
・
上
杉
綱
憲
の
娘
で
あ
る
。
こ
の
縁
で
、
鷹
山
は
十
歳
で
米
沢
藩
の
第
八

代
藩
主
・
重
定
（
綱
憲
の
長
男
・
吉
憲
の
四
男
で
、
春
姫
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
）
の
養
子
と
な
る
。
経
世
済
民
を
事
と
す
る
福
岡
藩
主

黒
田
継
高
と
米
沢
藩
主
上
杉
鷹
山
と
は
因
縁
深
く
、
生
存
年
の
一
七
五
一
年
か
ら
二
十
四
年
間
の
重
な
り
は
看
過
出
来
な
い
。

　
ⅴ　

円
通
寺
薬
師
堂
の
立
地
と
宗
像
大
社
の
立
地
と
の
宗
教
空
間

　
『
筑
前
國
続
風
土
記
拾
遺
』
巻
之
三
六　
「
宗
像
郡　

上　

田
島
村
項
」
に
は
次
の
記
が
み
え
る
。

　

 

○
薬
師
堂　

山
下
と
い
ふ
所
に
在
。
木
像
長
一
尺
三
寸
脇
士
十
二
神
将
長
八
寸　

共
に
天
正
二
年
三
月
大
宮
司
氏
貞
造
立
せ
ら
る
。

昔
の
像
は
行
基
の
作
な
り
し
か
、
近
代
の
乱
に
紛
失
せ
し
か
は
、
博
多
津
宗
藤
左
衛
門
重
次
と
い
ふ
佛
師
に
命
し
て
改
造
せ
し
よ
し
。

像
背
に
銘
有
。
叉
今
山
と
云
所
に
も
薬
師
堂
あ
り
。（
太
字
筆
者
）

「
薬
師
堂　

山
下
と
い
ふ
所
に
在
。」
と
み
え
る
「
薬
師
堂
」
と
は
「
円
通
寺
薬
師
堂
」
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
今
、
現
地

に
は
「
道
標
「
円
通
寺
薬
師
堂
」」
と
の
道
路
標
識
が
み
え
て
い
て
、
こ
の
道
標
に
よ
れ
ば
「
円
通
寺
薬
師
堂
」
と
な
る
が
、
さ
ら
な

る
確
認
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。
こ
の
堂
は
、
宗
像
大
社
・
宗
像
大
社
辺
津
宮
の
正
に
至
近
距
離
に
在
り
、
大
社
大
駐
車
場
か
ら
の
距

離
僅
か
四
〇
〇
㍍
足
ら
ず
の
西
側
の
山
中
に
位
置
す
る
奇
縁
が
あ
る
。「
田
島
村
」
と
は
宗
像
大
社
・
宗
像
大
社
辺
津
宮
が
鎮
座
す
る

村
落
の
地
名
（
地
区
名
）
で
あ
る
。
宗
像
大
社
は
宗
像
三
女
神）
27
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を
祀
る
神
社
の
総
本
社
で
あ
る
。
そ
の
宗
像
三
女
神
は
周
知
の
「
伊
勢

の
神
宮
・
天
照
大
神
の
御
子
神
と
し
て
誕
生
し
た
三
柱
の
女
神
」
で
、「
長
女
の
〝
田
心
姫
神
〞
は
玄
界
灘
の
孤
島
・〝
沖
ノ
島
・
沖
津

宮
〞
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
次
女
の
、〝
湍
津
姫
神
〞
は
〝
大
島
・
中
津
宮
〞
に
祀
ら
れ
、
末
女
の
〝
市
杵
島
姫
神
〞
は
宗
像
大
社
境
内

三
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の
〝
辺
津
宮
〞
に
祀
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
は
周
知
事
で
あ
る
。
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
七
月
九
日
に
世
界
遺
産
に
記
載
・
登
録

さ
れ
た
「
記
載
物
件
名
」
の
「『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
の
「
具
体
的
な
物
件
」
の
う
ち
の
一
つ
の
「
辺
津
宮
」

は
現
在
の
福
岡
県
宗
像
市
の
釣
川
沿
い
「
田
島
」
地
区
の
宗
教
地
理
空
間
に
在
る
。

　

ⅵ　

円
通
寺
薬
師
堂
造
立
年
と
円
通
寺
想
智
院
造
立
年
と
の
年
代
前
後
関
係
管
窺

　

対
比
・
留
意
し
た
い
年
代
が
あ
る
。
一
方
は
、
田
島
村
の
薬
師
堂
に
み
え
る
「
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
三
月
」
で
あ
る
。
他
方
は
、

桂
獄
山
円
通
寺
想
智
院
に
み
え
る
「
寶
暦
年
中
（
筆
者
註
：
一
七
五
一
〜
一
七
六
三
）」
で
あ
る
。
年
代
差
は
明
解
で
、一
五
七
四
年
と
、

一
七
五
一
〜
一
七
六
三
と
の
差
は
約
二
百
年
弱
の
隔
た
り
が
あ
る
。
円
通
寺
薬
師
堂
の
年
代
は
古
い
。
両
者
造
立
に
関
し
て
縁
起
的
時

間
的
前
後
関
係
が
仮
に
あ
る
な
ら
ば
、
寺
名
「
円
通
寺
」
使
用
痕
跡
は
、
史
料
上
で
は
「
円
通
寺
薬
師
堂
」
の
方
が
古
い
。
忍
照
は
、

先
行
す
る
「
円
通
寺
薬
師
堂
」
の
名
を
戴
い
て
「
円
通
寺
想
智
院
」
と
命
名
開
山
し
た
と
仮
に
考
え
る
な
ら
ば
時
系
列
的
に
は
自
然
で

あ
る
。

　

ⅶ　

圓
通
寺
想
智
院
（
真
言
宗
）
建
立
・
名
児
山
（
標
高
一
六
五
㍍
）
と
桂
獄
山
（
標
高
一
四
六
㍍
）
と
の
連
峰
西
側
斜
面

　
「
筑
前
國
續
風
土
記
拾
遺
」
の
「
勝
浦
嶽
大
明
神
」
の
項
に
「
寳
暦
の
頃
、
社
内
に
惣
知
院
と
い
ふ
庵
を
建
立
せ
し
よ
り
、
此
社
は

今
彼
庵
の
鎮
守
社
の
如
し
。
温
古
の
士
は
痛
惜
す
へ
き
こ
と
に
こ
そ
」
と
み
え
る
。
鬼
門
措
置
企
図
の
有
無
検
討
が
要
る
と
筆
者
は
思

う
。
表
記
が
「
想
智
院
」
で
な
く
「
惣
知
院
」
と
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
。『
筑
前
國
続
風
土
記
附
録
』
巻
之
三
二
「
宗
像
郡　

上　

勝
浦
村
并
濱
の
項
」
に
次
の
記
が
み
え
る
。「
桂
獄
山
円
通
寺
と
號
す
。
雷
山
千
如
寺
に
属
せ
り
。
初
は
観
音
堂
の
ミ
に
て
山
上

に
あ
り
し
か
、
寶
暦
年
中
（
筆
者
註
：
一
七
五
一
〜
一
七
六
三
）
村
民
永
島
氏
剃
髪
し
て
忍

照
と
號
す
。

な
る
者
、
麓
に
草
庵
を
營
ミ
建
て
、
怡
土
郡
雷

山
の
子
院
の
名
を
移
し
、
惣
智
院
と
號
し
、
観
音
佛
を
こ
こ
に
安
置
せ
り
。
則
忍
照
ハ
こ
の
寺
の
開
山
也
。
寺
内
に
大
師
堂
・
不
動
堂

あ
り
」（
太
字
筆
者
）
と
。「
雷
山
千
如
寺
に
属
せ
り
」
と
み
え
、「
成
務
天
皇
四
十
八
年
（
一
七
八
年
）、
雷
山
の
地
主
神
で
あ
る
雷
大

三
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権
現
の
招
き
で
渡
来
し
て
、
天
竺
霊
鷲
山
の
僧
、
清
賀
上
人
の
開
創
と
伝
え
ら
れ
て
い
る）

28
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」
と
い
う
古
刹
所
縁
の
寺
院
で
あ
る
旨
を
語

る
表
記
で
あ
る
。
忍
照
は
単
な
る
一
祈
祷
僧
に
お
さ
ま
る
人
物
で
は
な
い
と
の
評
価
論
が
あ
り
得
て
く
る
。

　

ⅷ　

忍
照
の
桂
獄
山
円
通
寺
開
創
年
と
黒
田
継
高
の
大
悲
王
院
建
立
年
と
の
重
な
り
は
偶
然
か
必
然
か

　

忍
照
が
、
桂
獄
山
円
通
寺
（
の
ち
円
通
寺
想
智
院
）
を
開
い
た
の
は
、「『
筑
前
國
続
風
土
記
附
録
』
巻
之
三
二
「
宗
像
郡　

上　

勝

浦
村
并
濱
の
項
」」
に
よ
れ
ば
、
寶
歴
年
中
（
筆
者
註
：
一
七
五
一―

一
七
六
三
）
で
あ
る
。
黒
田
継
高
が
大
悲
王
院
を
建
立
し
た
の

は
一
七
五
三
年
で
あ
る
。
円
通
寺
開
山
時
期
と
大
悲
王
院
建
立
時
期
と
は
時
期
が
近
い
か
重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
偶
然
か
、必
然
か
。

　

ⅸ　
「
訶
梨
帝
母
堂
」

　

子
供
た
ち
の
保
護
、
救
済
に
余
念
が
な
い
忍
照
は
、
円
通
寺
想
智
院
境
内
の
訶
梨
帝
母
堂
に
「
訶
梨
帝
母
」（
か
り
て
い
も
／

H
ārītī

、
ハ
ー
リ
テ
ィ
ー
、
鬼
子
母
神
）
を
祀
る
。
鬼
子
母
神
は
釈
迦
に
邂
逅
し
て
悔
悛
す
る
前
後
の
、
前
半
は
、
残
虐
な
面
で
あ
り
、

こ
れ
に
は
、
捨
子
や
間
引
き
（
嬰
児
殺
し
）
の
負4

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
。
鬼
子
母
神
の
後
半
は
悔
悛
し
仏
法
の
守
護
神
と
な
り
、
子

供
と
安
産
の
守
り
神
と
な
り
正4

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
忍
照
は
教
化
活
動
で
、
捨
子
・
間
引
き
の
負
の
相
か
ら
、
正
の
相
へ
の
転
換
を

希こ
い
ね
がい

そ
の
方
便
の
象
徴
と
し
て
「
訶
梨
帝
母
堂
」
を
設
え
た
と
筆
者
は
穿
つ
。

　
ⅹ　

一
七
三
二
年
、
飢
饉
困
窮
難
民
の
産
子
や
捨
子
救
済
托
鉢
教
化
活
動
・「
せ
め
て
・
産
着
統
一
」
化
運
動
着
手

　

忍
照
の
村
は
宗
像
郡
玄
界
灘
の
海
沿
い
の
村
で
「
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
時
は
難
民
が
あ
ふ
れ
た
」。
こ
の
と
き
永
島
半
次

兵
衛
寛
勝
は
「
私
財
を
投
じ
下
関
で
北
国
米
を
買
い
、難
民
を
救
助）
29
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」
す
る
の
に
奮
闘
し
た
。
し
か
し
焼
け
石
に
水
で
救
済
は
至
難
で
、

餓
死
者
は
「
享
保
十
六
年　

二
六
人
、
同
十
七
年　

九
七
人
、
同
十
八
年　

二
一
五
人
、
同
十
九
年　

一
六
人
」（
勝
浦
村
、
大
乗
院

過
去
帳）

30
（

）。
続
発
の
飢
饉
で
、
幼
児
の
死
亡
や
多
く
の
捨
て
子
続
出
の
惨
状
は
漁
村
も
例
外
で
は
な
い
。

　

彼
は
、
産
子
が
貧
富
の
差
や
身
体
障
害
児
と
い
う
理
由
で
、
或
い
は
迷
信
等
の
理
由
で
差
別
対
象
だ
っ
た
双
子
（
二
人
の
内
一
人
は
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捨
子
）
等
を
も
含
め
「
産
子
捨
て
申
さ
ざ
る
よ
う
」
と
勝
浦
村
と
勝
浦
浜
を
托
鉢
を
し
て
回
り
、
家
々
か
ら
志
を
う
け
て
、
生
活
困
窮

者
に
は
米
・
麦
を
与
え
、
彼
の
思
想
「
産
子
は
み
ん
な
平
等
で
あ
る
」
を
説
き
続
け
、
徐
々
に
理
解
者
を
得
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

せ
め
て
生
ま
れ
た
と
き
く
ら
い
平
等
に
同
じ
着
物
を
着
せ
て
祝
っ
て
あ
げ
よ
う
と
「
産
着
の
統
一
」
化
運
動
を
し
た
。「
や
が
て
彼
と

そ
の
一
族
を
は
じ
め
相
当
の
資
金
が
集
ま
り
、
勝
浦
村
で
生
ま
れ
た
子
供
は
す
べ
て
同
じ
産
着
を
着
る
こ
と
と
な
っ
た）
31
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。」。
教
育
の
原

理
思
想
で
あ
り
、
仏
教
で
の
子
供
の
守
護
神
と
し
て
の
覚
醒
後
の
鬼
子
母
神）

32
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の
慈
悲
心
が
あ
る
。
忍
照
の
妻
も
出
家
・
協
力
し
、
計
画

的
に
仕
立
て
の
段
取
り
を
し
、
産
着
を
縫
い
産
子
に
与
え
た
と
い
う
。

　

ⅺ　

一
七
六
〇
年
こ
ろ
、
忍
照
「
産
子
は
み
ん
な
平
等
で
あ
る
」

　
　
　
　

―
―

せ
め
て
勝
浦
村
と
勝
浦
浜
だ
け
で
も
捨
子
の
悪
風
習
廃
絶
希
う―

―

　

宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
こ
ろ
か
ら
、「
村
々
で
は
貧
富
の
差
な
ど
が
あ
る
が
、
せ
め
て
う
ま
れ
た
と
き
く
ら
い
は
平
等
で
あ
る
べ

き
で
は
な
い
か
」
と
「
托
鉢
を
し
な
が
ら
説
い
て
ま
わ
っ
た
」。
せ
め
て
勝
浦
の
村
・
浜
だ
け
で
も
捨
子
の
悪
風
習
廃
絶
を
希
っ
た
。

　

ⅻ　

一
七
六
四
（
宝
暦
十
四
）
年
、
福
岡
藩
六
代
藩
主
黒
田
継
高―

―

「
捨
て
子
制
禁
之
事
」（
掟
）
布
達
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
の
飢
饉
三
十
三
回
忌
施
餓
鬼
供
養
を
筑
前
全
域
に
命
令―

―

　

忍
照
の
「
産
着
の
統
一
」
化
運
動
の
実
績
を
福
岡
藩
主
（
黒
田
継
高
）
が
認
知
し
、
捨
て
子
禁
制
の
「
掟
」
を
藩
内
の
村
々
・
浦
々

に
出
し
、
養
育
方
の
制
度
を
確
立
し
た
。「
掟
」
は
次
で
あ
る
。
藩
の
一
漁
村
の
企
画
を
藩
の
中
央
が
採
択
し
藩
全
般
に
施
策
し
た
。

藩
主
の
才
覚
・
柔
軟
さ
が
看
過
出
来
な
い
。
上
杉
鷹
山
と
の
家
系
上
の
因
縁
を
想
起
す
る
。

　
　

掟

　

国
中
産
子
を
捨
て
候
儀
、
か
ね
が
ね
制
禁
せ
し
め
候
と
こ
ろ
、
連
年
の
風
俗
に
相
な
り
、
今
以
て
相
止
ま
ぬ
由
、
奉
行
中
教
示
ゆ
る

三
八



が
せ
の
段
不
埒
に
候
、　

今
後
捨
て
申
さ
ぬ
よ
う
に
屹
度
相
示
し
、
自
然
相
背
き
候
者
あ
ら
ば
重
き
科
を
申
し
付
け
る
も
の
な
り

　
　
　

宝
暦
十
四
年
六
月　

御
直
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
奉
行　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
奉
行　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

浦
奉
行
（
前
掲
『
福
間
町
史　

通
史
篇
』、
四
六
七
頁
。
井
上
前
掲
書
引
例
表
記
と
は
若
干
異

な
る
）

　

上
記
の
如
く
忍
照
は
、
托
鉢
行
と
捨
子
禁
止
教
化
活
動
を
精
進
実
践
し
た
。
そ
の
結
果
「
勝
浦
村
で
は
忍
照
の
努
力
に
よ
り
、
捨
子

は
大
分
う
す
れ
て
い
た
。」
け
れ
ど
も
、忍
照
自
身
は
「
未
だ
内
心
の
処
、覚
束
な
く
候
」
と
危
惧
し
て
い
た
。
そ
こ
で
黒
田
継
高
の
「
掟
」

を
機
に
捨
子
を
「
一
統
相
止
め
風
俗
改
む
べ
し
」
と
発
願
し
た
。
そ
こ
で
「
ま
ず
、
生
ま
れ
出
ず
る
者
を
祝
う
た
め
、
忍
照
は
村
じ
ゅ

う
の
産
子
に
、
産
着
一
着
を
送マ
マ

」）
33
（

る
こ
と
に
決
め
た
。
こ
の
企
画
に
は
、
忍
照
の
三
人
の
子
供
の
、
半
兵
衛
、
半
四
郎
、
大
庄
屋
半
五

郎
を
始
め
、
勝
浦
、
牟
田
尻
、
奴
山
の
三
ヵ
村
の
計
七
十
人
の
人
が
「
随
喜
」
し
て
賛
同
し
、
浄
財
を
出
し
あ
っ
た）

34
（

。」
と
い
う
。「
産

着
」
は
「
別
け
隔
て
の
な
い
、
生
ま
れ
出
ず
る
子
供
に
対
す
る
最
高
の
贈
物
」
で
あ
り
、
大
人
へ
の
「
間
引
き
防
止
」・「
捨
子
防
止
」

の
教
化
上
の
心
理
作
戦
で
も
あ
る
と
穿
た
れ
る
。
仕
立
て
の
要
領
は
次
で
あ
っ
た
。

　

一
、
木
綿
ひ
と
え
物
弐
尺
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
し
、
も
め
ん
八
尺
に
て
身
、
襟
、
袖
お
く
ひ
立
合
い
候
事

　
　
　

右
染
模
様　
　

淺
黄
染
ぬ
き
ち
ら
し

三
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
亀
宝
つ
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

染
賃
三
十
銅

　
　
　

付
タ
リ　
　
　

紐
さ
ら
さ
弐
尺
参
寸
、
袖
裏
・
茜
染
、
半
は
は
弐
尺）

35
（

　
「
産
子
は
み
ん
な
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
目
的
を
徹
底
す
る
過
程
が
目
標
化
さ
れ
、
方
便
と
し
て
具
体
的
内
容
を
示
し
、
仕
立
て
作

業
の
方
法
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
は
山
村
の
藤
八
等
の「
捨
て
子
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
す
る
物
心
に
わ
た
る
具
体
的「
産
子
養
育
制
度
」」

の
「
願
い
」
の
合
理
的
具
体
性
と
比
肩
出
来
る
。
宗
像
の
山
村
と
漁
村
と
の
一
致
性
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
捨
て
殺
し
」
の
運
命
に
あ
っ

た
「
嬰
児
た
ち
は
、
千
年
や
万
年
も
生
き
る
と
さ
れ
た
鶴
亀
模
様
の
産
着
を
着
て
、
無
心
に
笑
っ
て
い
た
。
人
々
は
生
ま
れ
出
ず
る
者

の
喜
び
と
、
生
命
の
輝
き
に
胸
を
打
た
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う）
36
（

」
と
井
上
は
記
す
。
さ
ら
に
井
上
は
、
た
し
か
に
「
忍
照
自
身
に
よ
れ
ば

「
殊
の
外
意
義
深
き
事
に
ご
ざ
候
い
て
、
筆
紙
に
尽
し
が
た
く
候
」
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
次
第
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
き
誌
さ
れ

て
い
る
。」
と
し
て
「
…
…
只
今
よ
り
出
生
の
小
児
、
此
の
産
着
を
着
初
め
候
い
人
々
の
世
に
相
成
候
者
、
御
上
の
御
仁
相
愛
に
薩
埵

の
大
悲
と
照
り
合
い
、教
え
ず
戒
め
ず
し
て
正
直
正
直
の
良
民
と
相
成
り
、村
中
も
繁
昌
仕
る
べ
し
と
存
じ
、相
極
め
候
…
…
。（
忍
照
、

産
子
養
育
勧）
37
（

）」
と
記
し
「
薩
埵
の
大
悲
」
は
雷
山
千
如
寺
大
悲
王
院
の
機
縁
の
示
と
穿
つ
。

　

xiii　

忍
照　

村
中
の
産
子
全
員
に
「
産
着
」
布
施
（
明
和
元
年
一
七
六
四
）

　

産
子
に
贈
る
産
着
は
、
天
明
八
年
頃
は
年
に
一
五
〇
〜
一
六
〇
着
だ
っ
た
の
が
、
寛
政
十
年
頃
に
は
年
に
二
三
〇
〜
二
四
〇
着
に
増

加
し
た
こ
と
を
井
上
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

xiv　

明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
、
産
着
浄
財
残
金
で
貧
窮
産
婦
等
救
済
・
貧
窮
者
の
「
産
子
養
育
料
」
扶
助
制
度
樹
立
（
児
童
福
祉
）

　

忍
照
等
は
、「
産
着
を
作
っ
た
浄
財
の
残
り
は
、
貧
窮
者
の
産
婦
等
の
救
済
に
あ
て
た
が
、
貧
窮
者
の
産
子
養
育
料
と
し
て
は
こ
れ

四
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だ
け
で
は
不
足
だ
っ
た
の
で
、
年
に
十
俵
積
み
立
て
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
忍
照
自
身
が
五
俵
、
息
子
の
半
兵
衛
が
残
り
の

五
俵
を
、「
万
事
倹
約
仕
り
」
差
し
出
す
こ
と
」
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
以
上
の
た
め
に
息
子
の
大
庄
屋
半
五
郎
の
「
養
育
田
」
も
求

め
る
こ
と
に
し
た
。こ
の
こ
と
に
関
し
て
政
治
的
に
動
く
こ
と
に
し
て
忍
照
は
こ
の
主
旨
・
趣
旨
を
、郡
奉
行
宮
川
次
郎
右
衛
門
に「
…
…

何
と
ぞ
仰
せ
付
け
な
さ
れ
下
さ
れ
候
よ
う
」（
明
和
元
〔
一
七
六
四
〕
年
）
と
願
い
出
て）
38
（

、
実
行
し
た
。
こ
の
「
念
願
は
五
年
後
明
和

六
年
十
二
月
二
日
に
成
就
し
た）

39
（

」。
す
な
わ
ち
公
認
さ
れ
た
。

　
xv　

明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
、
貧
窮
者
「
産
子
養
育
料
」
扶
助
制
・「
養
育
田
」
開
田
で
「
永
代
不
易
の
養
育
料
」
の
原
資
担
保

　

物
心
両
面
を
持
続
的
・
安
定
的
に
俯
瞰
し
た
児
童
福
祉
的
制
度
設
計
の
原
図
が
看
取
さ
れ
る
。「
せ
め
て
」
産
ま
れ
た
と
き
ぐ
ら
い

平
等
の
産
着
を
着
用
さ
せ
た
産
子
の
伸
長
過
程
対
応
の
養
育
及
び
生
老
病
死
の
応
病
与
薬
対
応
の
定
礼
を
希
う
土
壌
が
看
取
さ
れ
る
。

　

xvi　

忍
照
遷
化
（
安
永
五
〔
一
七
七
六
〕
年
）
後
も
子
（
大
庄
屋
半
五
郎
（
初
代
））
や
孫
（
僧
・
勝
道
）
に
よ
り
継
承

　

そ
の
結
果
「
勝
浦
・
牟
田
尻
・
奴
山
三
ケ
村
に
は
産
子
紛
ら
は
し
き
か
つ
て
こ
れ
な
し）

40
（

」
と
な
り
妊
娠
中
絶
や
捨
子
は
影
を
ひ
そ
め

る
に
至
っ
た
。
こ
の
画
期
的
事
態
を
実
現
し
た
努
力
は
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
と
推
察
さ
れ
る
。

　

xvii　

忍
照
の
子
の
、
初
代
大
庄
屋
半
五
郎
（
通
算
二
代
目
）・
弐
代
目
大
庄
屋
半
五
郎
（
通
算
三
代
目
）
尽
力

　

初
代
大
庄
屋
半
五
郎
の
尽
力
は
、
産
子
養
育
拡
張
の
た
め
、
養
育
田
開
田
願
（
宗
像
郡
江
口
村
旧
河
川
敷
）
を
郡
奉
行
に
提
出
し
た
。

弐
代
大
庄
屋
半
五
郎
の
尽
力
は
、
養
育
田
完
成
ま
で
は
「
銭
一
貫
目
を
三
年
間
、
養
育
料
と
し
て
献
上
」
し
、
養
育
田
完
成
（
寛
政
十

年
）
新
田
四
町
五
畝
、
こ
の
田
の
租
税
の
残
り
全
て
を
「
永
代
不
易
の
養
育
料
」
と
し
て
献
上
し
た
。

三　

福
岡
藩
の
産
子
養
育
制
度
施
政

　

ⅰ　

福
岡
藩
人
口
減
少
財
政
苦
境
で
藩
主
黒
田
継
高
の
方
針
・「
捨
子
養
育
」
の
「
扶
け
合
い
運
動
」
推
進

四
一



　

藩
で
は
「「
捨
子
養
育　

米
寸
志
差
し
出
し
候
町
人
・
百
姓
」
を
福
岡
城
に
呼
び
酒
等
を
賜
い
、
ま
た
筥
崎
八
幡
宮
の
通
り
で
殿
様

へ
の
お
目
通
り
を
許）

41
（

」
す
な
ど
の
プ
ラ
ス
評
価
を
し
促
進
化
に
努
め
た
。（
浜
地
文
書
）

　

ⅱ　
「
捨
子
仕
ら
ざ
る
様
の
仕
組
」

　

こ
の
仕
組
み
は
後
の
福
岡
藩
の
重
要
政
策
「
産
子
養
育
制
度
」
創
設
化
に
つ
な
が
る
。

　

ⅲ　

忍
照
親
子
三
代
の
「
働
き
（
機
能
）」
と
「
業
績
（
構
造
）」
と
を
藩
レ
ベ
ル
で
認
知
し
藩
よ
り
忍
照
三
代
に
次
の
趣
旨
で
授
「
賞
」

　

①　

宗
像
地
域
の
発
展
に
尽
力
し
た
忍
照
親
子
三
代
の
地
域
次
元
と
し
て
の
「
働
き
」
へ
の
評
価
。

　

②　

福
岡
藩
の
発
展
に
尽
力
し
た
忍
照
親
子
三
代
の
「
働
き
」
を
福
岡
藩
政
次
元
で
採
択
し
標
準
化
し
構
造
的
「
業
績
」
的
評
価
。

　

③　

忍
照
・
初
代
半
五
郎
・
浄
財
寄
付
者
に
は
、「
殊
勝
の
至
り
」
と
し
て
「
賞
」
さ
れ
る
。

　

④ 　

弐
代
目
半
五
郎
…
「
別
け
て
奇
特
の
至
り
」（
永
島
家
文
書
）
と
藩
か
ら
沙
汰
。
前
記
の
開
田
の
う
ち
三
反
を
年
貢
免
除
の
「
永

代
作
り
取
り
」
許
可
。
子
の
代
ま
で
弐
代
、
年
始
藩
主
謁
見
許
可
。

　

ⅳ　

福
岡
藩
の
産
子
養
育
制
度
確
立

　

さ
ら
に
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
に
い
た
る
と
、「
…
…
去
る
寛
政
九
巳
年
よ
り
類
例
こ
れ
な
く
、
貧
窮
の
者
産
子
養
育
と
し
て
、

惣
御
郡
中
よ
り
一
ヶ
年
に
米
二
千
俵
あ
て
お
切
り
立
て
、
御
上
よ
り
三
千
俵
あ
て
御
救
い
捨
て
仰
せ
付
け
ら
る
。（
三
苫
文
書）
42
（

）」
と
み

え
て
い
て
黒
田
藩
産
子
養
育
制
度
は
確
立
し
た
。

　
ⅴ　
「
養
育
米
代
金
下
付
の
仕
組
み
」
事
例

　

井
上
は
「
宗
像
郡
牟
田
尻
村
の
貞
平
が
、
産
子
養
育
米
と
し
て
年
に
米
一
俵
の
代
金
を
藩
か
ら
受
け
取
っ
た
村
の
控
え
で
あ
る
。
村

の
組
頭
・
庄
屋
が
貧
窮
者
の
養
育
米
代
金
を
大
庄
屋
に
願
い
、
さ
ら
に
郡
奉
行
に
取
り
つ
が
れ
て
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
一
貫
し
た
保
護

政
策
が
し
か
れ
て
い
た）
43
（

」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
監
査
制
度
の
機
能
化
が
み
え
る
。
紙
幅
上
詳
細
は
割
愛
す
る
。
因
み
に
井
上
に
拠

四
二



れ
ば
「
こ
の
記
録
は
和
紙
綴
り
で
あ
る
が
、
そ
の
表
紙
」
に
「
寛
政
十
一
年　

極
貧
産
子
養
育
御
救
米
お
願
い
申
し
上
げ
候
分
、
そ
の

次
年
よ
り
弐
ヶ
年
お
渡
し
下
さ
れ
分
、
受
取
り
証
拠
の
ひ
か
え
、
文
段
は
口
に
て
こ
れ
あ
り
貞
平
分
の
通
り
也
。
未
の
四
月
分
よ
り
。

○
弐
年
め
よ
り
村
ひ
か
え
」
と
の
記
が
あ
り）

44
（

、「
牟
田
尻
村
で
は
貞
平
の
外
に
源
助
、
仁
助
、
弥
作
、
左
七
の
計
五
人
が
年
に
米
一
俵

の
代
金
を
二
年
間
、
養
育
料
と
し
て
受
け
取
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る）

45
（

」
と
井
上
は
記
す
。
ま
た
、
井
上
は
「
こ
の
記
録
の
終
わ

り
に
近
い
所
に
、「
御
米
壱
俵
代　

一　

六
十
文
銭
三
拾
目　

申
ノ
七
月
十
二
日
受
取　

〆　

牟
田
尻
村　

仁
助　

右
今
度
よ
り
養
育

方
五
七
郎
よ
り
受
取
り
、
銭
受
取
帳
は
五
七
郎
手
元
に
て
印
形
取
り
候
故
、
こ
の
方
よ
り
受
取
さ
し
出
す
に
及
ば
ず
。」
と
記
し
て
い

る）
46
（

。（
太
字
筆
者
）。
養
育
米
の
制
度
運
営
の
動
き
の
実
態
が
俯
瞰
で
き
る
。「
申
ノ
年
は
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）」
で
あ
り
、
こ
の

年
か
ら
懸
案
の
新
職
制
「
養
育
方
」
の
制
度
化
・
実
施
が
わ
か
る
。
養
育
方
は
「
庄
屋
・
組
頭
級
の
人
材
で
あ
っ
た
」
と
思
わ
れ
る）

47
（

。

右
か
ら
分
か
る
の
は
「
養
育
米
代
金
下
付
の
仕
組
み
」
で
、「
銭
受
取
」
授
受
関
係
者
の
い
わ
ば
５
Ｗ
１
Ｈ
が
確
立
し
受
取
授
受
の
監

査
機
能
が
精
緻
に
確
立
し
て
い
る
様
子
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
申
の
年
は
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
で
あ
り
、
同
年
か
ら
養
育

方
な
る
新
し
い
職
制
が
で
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
養
育
方
は
庄
屋
・
組
頭
級
の
人
材
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）
48
（

。」
と
の
解
説
が

み
え
る
。
産
子
養
育
制
度
に
は
、「
医
師
、穏お

ん

婆ば

（
産
婆
）
た
ち
の
働
き
」
が
関
わ
る
。
井
上
に
よ
れ
ば
、協
力
を
命
ぜ
ら
れ
る
医
師
は
、

「
当
時
、
医
師
組
合
に
所
属
す
る
医
師
は
頭
取
医
に
死
産
・
流
産
の
明
細
を
届
け
、
頭
取
医
は
こ
れ
を
郡
奉
行
に
報
告
し
て
い
た）

49
（

。」
ま

た
、「
出
産
に
直
接
た
ず
さ
わ
る
穏
婆
、
つ
ま
り
産
婆
も
協
力
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、（
中
略
）
彼
女
ら
は
、
堕
胎
・
間
引
き
等
の
「
筋
悪

し
き
頼
み
事
」
に
加
わ
っ
た
ら
「
重
き
御
咎
め
」
を
「
仰
せ
付
け
」
ら
れ
た）

50
（

」。
穏
婆
（
産
婆
）
は
頭
取
医
の
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
た
。

詳
細
は
別
稿
に
譲
る
。

　

ⅵ　

藩
、
村
・
浦
、
医
師
、
穏
婆
の
努
力
で
筑
前
の
国
の
人
口
増
加

　

井
上
に
拠
れ
ば
「
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
二
七
万
一
、三
九
八
人
が　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
三
〇
万
一
、四
三
六
人）

51
（

」
に
増
え
た
。
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四　

ま
と
め

　

藤
八
等
の
事
例
は
、
家
族
社
会
・
地
域
社
会
の
農
耕
作
業
の
持
続
化
・
安
定
化
を
図
る
観
点
か
ら
発
す
る
捨
子
未
然
防
止
等
の
産
子

養
育
指
向
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
忍
照
の
事
例
は
、
差
別
な
く
平
等
を
希
い
念
う
宗
教
的
・
仏
教
的
観
点
か
ら
発
す
る
と
穿
た
れ

る
捨
子
防
止
、
間
引
き
防
止
の
産
子
養
育
指
向
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
藤
八
と
忍
照
と
は
間
引
き
防
止
・
捨
子
防
止
で
一
致
す
る
。

　

定
礼
が
生
ま
れ
た
の
に
は
「
な
ん
ら
か
の
土
壌
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
古
く
か
ら
記
録
の
あ
る
既
存
の
産
子
養
育
で
あ
っ
た
と
井
上
が

思
量
す
る
点
に
筆
者
は
首
肯
す
る
。
筆
者
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
せ
っ
か
く
」
と
「
せ
め
て
」
で
、
両
者
の
情
理
の
交
互
の
連
鎖
的
反
応

だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

産
子
養
育
制
度
上
で
、
せ
っ
か
く
生
ま
れ
た
産
子
に
は
せ
め
て
生
ま
れ
た
と
き
く
ら
い
皆
平
等
の
産
着
を
着
せ
た
い
と
希
い
産
着
統

一
を
図
っ
た
。
捨
子
防
止
の
た
め
に
せ
っ
か
く
の
仕
組
み
を
整
備
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
せ
め
て
の
念
い
で
産
子
養
育
制
度
の
も
と

養
育
し
た
子
供
に
は
、
せ
っ
か
く
こ
こ
ま
で
育
っ
た
か
ら
に
は
子
供
（
未
来
の
大
人
）
の
更
な
る
伸
長
を
希
い
、
子
供
と
、
子
供
を
育

む
シ
ス
テ
ム
の
産
子
養
育
制
度
と
を
、
共
に
停
滞
さ
せ
な
い
で
子
供
の
伸
長
に
応
じ
て
応
病
与
薬
宜
し
く
、
成
長
・
発
達
さ
せ
、
新
生

児
以
降
終
焉
（
当
時
、
平
均
寿
命
三
十
五
歳
〜
四
十
五
歳
位
）
ま
で
の
一
生
涯
に
対
応
す
る
福
祉
医
療
的
相
互
扶
助
制
度
を
希
う
情
理

的
思
考
と
行
動
と
が
産
子
養
育
制
度
展
開
内
部
情
理
と
し
て
発
生
し
、
結
果
的
に
新
た
な
制
度
す
な
わ
ち
、
産
子
版
で
は
な
く
生
涯
版

の
養
育
制
度
つ
ま
り
定
礼
制
度
を
希
い
具
現
化
す
る
に
至
っ
た
と
仮
説
す
る
。
な
ら
ば
井
上
医
師
の
い
う
仮
説
「
な
ん
ら
か
の
土
壌
」

は
「
産
子
養
育
制
度
」
で
あ
り
、
延
長
線
上
に
「
定
礼
」
制
度
が
醸
成
さ
れ
ゆ
く
。
産
子
養
育
制
度
は
定
礼
制
度
の
胎
芽
的
基
盤
で
あ

る
。
産
子
養
育
制
度
は
自
然
裡
に
定
礼
制
度
な
る
も
の
を
希
い
創
出
し
た
と
筆
者
は
思
う
。
故
に
、
定
礼
制
度
は
産
子
養
育
制
度
か
ら

生
ま
れ
る
べ
き
し
て
生
ま
れ
た
申
し
子
だ
と
思
う
。
産
子
養
育
は
後
の
母
子
保
健
制
度
の
原
流
と
も
い
え
る
。
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明
治
期
に
、
産
子
養
育
制
度
は
廃
さ
れ
た
。
捨
子
救
済
慣
行
は
継
承
し
、
棄
子
養
育
米
給
与
方
を
定
め
た
が
、
対
象
は
「
捨
子
」
限

定
で
「
産
子
」
で
は
な
い
。
公
的
扶
助
責
任
の
回
避
傾
向
の
薩
長
閥
政
府
の
姿
勢
で
保
護
は
不
十
分
化
し
て
し
ま
っ
た
。
対
「
産
子
」

の
「
三
子
出
生
貧
困
ノ
者
へ
養
育
料
給
与
方
」（
太
政
官
布
告
、
明
治
六
年
）
は
出
た
が
嬰
児
や
妊
婦
へ
の
普
及
度
は
疑
問
と
さ
れ
る
。

　

の
ち
健
康
保
険
法
が
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
に
制
定
さ
れ
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
全
面
施
行
さ
れ
、
被
保
険
者
の
分
娩

費
・
出
産
手
当
金
・
育
児
手
当
金
、
配
偶
者
の
分
娩
費
・
育
児
手
当
金
へ
の
対
応
が
制
度
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）

年
八
月
二
十
八
日
厚
生
省
発
児
第
一
四
一
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
「
市
町
村
母
子
保
健
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、
生
活
保
護

世
帯
、
非
課
税
世
帯
に
は
、
ミ
ル
ク
代
と
し
て
、
妊
婦
に
六
か
月
間
、
産
婦
に
三
か
月
間
、
栄
養
強
化
を
必
要
と
す
る
乳
幼
児
に
九
か

月
間
の
給
付
が
制
定
さ
れ
た
。
藤
八
ら
が
産
子
養
育
を
願
い
出
て
か
ら
こ
の
厚
生
事
務
次
官
通
知
ま
で
約
二
四
〇
年
と
い
う
遙
か
な
る

歳
月
が
経
過
し
た
。

　

な
お
、
本
通
知
は
、
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
五
月
二
〇
日
、
厚
生
省
発
児
第
八
九
号
、
各
都
道
府
県
知
事
、
各
政
令
市
市
長
、
各

特
別
区
区
長
宛
厚
生
事
務
次
官
通
知
「
市
町
村
母
子
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
」
に
て
廃
止
さ
れ
、
各
種
母
子
保
健
事
業
を
整
理
統
合
す

る
と
と
も
に
、
新
た
に
思
春
期
に
お
け
る
保
健
・
福
祉
体
験
学
習
事
業
を
加
え
て
、
平
成
三
年
度
か
ら
実
施
す
る
改
正
が
実
施
さ
れ
た
。

産
子
期
か
ら
思
春
期
へ
の
生
涯
展
望
設
計
が
企
画
さ
れ
た
。
藤
八
等
の
情
理
が
昭
和
に
甦
っ
た
。
産
子
養
育
は
「
子
供
は
い
っ
た
い
誰

の
も
の
か
」、「
誰
が
養
育
す
る
の
か
」「
誰
が
子
供
を
護
る
の
か
」
を
情
理
的
根
柢
的
に
思
考
し
地
域
の
皆
で
養
育
す
る
全
村
児
童
相

互
扶
助
福
祉
的
制
度
だ
っ
た
と
筆
者
は
思
う
。
周
知
の
千
葉
県
野
田
市
の
両
親
に
よ
る
小
学
四
年
生
女
児
虐
待
致
死
経
緯
に
み
え
る
地

域
教
育
関
係
者
間
の
連
携
不
手
際
問
題
の
反
省
鉄
槌
と
な
る
。
実
父
母
が
念
入
り
に
女
児
虐
待
致
死
さ
せ
た
事
件
は
、
極
論
す
れ
ば
、

間
引
き
・
捨
て
殺
し
以
上
に
悲
惨
だ
と
筆
者
は
思
う
。
唐
突
だ
が
、
成
人
式
で
荒
ぶ
る
一
部
の
新
成
人
が
社
会
問
題
化
し
た
時
宜
、

二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
Ｆ
局
テ
レ
ビ
番
組
で
、
成
人
資
格
認
定
試
験
・
成
人
免
許
証
交
付
・
提
示
制
度
を
主
題
と
す
る
問
題
提
起
放
送
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が
あ
っ
た
。
援
用
す
れ
ば
親
の
子
供
養
育
資
格
認
定
試
験
・
免
許
証
交
付
制
度
化
指
向
へ
の
深
刻
な
問
題
提
起
を
彷
彿
さ
せ
る
。
相
田

み
つ
を
に
傾
注
の
行
動
経
済
学
の
産
子
養
育
評
価
論
は
興
味
深
い
。

　
「
宗
像
郡
は
、
日
本
の
近
世
に
お
け
る
福
祉
制
度
の
発
祥
の
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る）

52
（

。」
を
改
め
て
深
く
熟
考
し
た
い
。

本
稿
（
管
窺
）
で
扱
わ
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
皆
様
の
ご
教
示
を
切
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
附
記
】 

本
稿
作
成
に
際
し
前
稿
同
様
、
福
津
市
教
育
委
員
会
及
び
文
化
財
係
の
南
時
夫
氏
に
は
ご
多
忙
中
ご
教
示
賜
り
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
茨

城
県
利
根
町
布
川
の
海
珠
山
多
聞
院
徳
満
寺
御
住
職
及
び
寺
院
の
皆
様
か
ら
は
「
間
引
き
絵
馬
」
に
関
す
る
極
め
て
貴
重
な
情
報
を
ご
教
示

頂
き
ま
し
た
。
心
よ
り
謝
意
を
表
し
ま
す
。

註（１ 

）
拙
稿
「
国
保
の
源
流
の
筑
前
宗
像
の
「
定
礼
」
と
「
こ
も
り
」
と
の
地
域
的
一
致
考
」、
駒
澤
大
学
『
仏
教
経
済
研
究
』
第
四
十
七
号
、
駒
澤

大
学
仏
教
経
済
研
究
所
、
平
成
三
十
年
五
月
、
二
九
〜
五
七
頁
。

（
２ 

）「
う
ぶ
‐
こ
【
産
子
】」
は
、「
同
じ
産
土
神
を
奉
ず
る
人
。
氏
子
。」
で
あ
る
。「
う
ぶ
‐
ご
【
産
子
】」
は
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
。
あ
か
ご
。

大
抵
御
覧
『―

は
ふ
子
に
至
る
ま
で
』」（『
広
辞
苑
』
岩
波
書
店
、
平
成
二
〇
年
、
第
六
版
）。
清
音
と
濁
音
と
で
語
義
が
異
な
る
こ
と
に
注
意

が
要
る
。

（
３
）
井
上
隆
三
郎
『
健
保
の
源
流
－
筑
前
宗
像
の
定
礼
』、
西
日
本
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
、
二
三
八
頁
。

（
４
）『
広
辞
苑
』
岩
波
書
店
、
平
成
二
〇
年
、
第
六
版
、「
ひ
る
‐
こ
【
蛭
子
】」
の
項
よ
り
。

（
５
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
三
九
頁
。

（
６
）「
男
児
を
親
し
ん
で
い
う
語
。
江
戸
時
代
は
女
児
に
も
用
い
た
。」（
前
掲
『
広
辞
苑
』）。
男
児
、
女
児
の
い
ず
れ
に
も
用
い
た
。

（
７
）
母
を
亡
く
し
て
継
母
の
も
と
で
過
ご
し
た
つ
ら
い
少
年
時
代
を
回
想
し
て
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
季
語
は
「
雀
の
子
」
で
、
季
は
春
。

（
８
）『
広
辞
苑
』、
第
六
版
「
転
帰
」
の
項
。

（
９ 

）「
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）
の
解
説
」（
ｗ
ｅ
ｂ
版
）
に
次
の
記
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
「
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト　

あ
か
ち
ゃ
ん
ぽ
す
と
。

諸
事
情
に
よ
り
親
が
養
育
で
き
な
い
赤
ち
ゃ
ん
（
新
生
児
）
を
匿
名
で
預
か
る
施
設
の
呼
称
。
国
内
で
初
め
て
認
可
さ
れ
た
の
は
、
熊
本
市
西

区
に
あ
る
慈
恵
病
院
が
設
置
し
た
施
設
「
こ
う
の
と
り
の
ゆ
り
か
ご
」
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
（
平
成
十
八
）
十
二
月
、
慈
恵
病
院
は
熊
本
市

に
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
の
設
置
を
申
請
し
、
厚
生
労
働
省
が
「（
設
置
を
）
認
め
な
い
合
理
的
な
理
由
は
な
い
」
と
容
認
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
か
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ら
、
熊
本
市
は
二
〇
〇
七
年
四
月
設
置
を
許
可
。
慈
恵
病
院
は
五
月
か
ら
「
こ
う
の
と
り
の
ゆ
り
か
ご
」
の
運
用
を
開
始
し
た
。（
後
略
）

（
10 

）「
な
ぜ
偏
っ
た
解
釈
が
広
ま
っ
た
の
か
？
」
に
つ
い
て
は
、「
綱
吉
の
後
に
政
権
を
握
っ
た
新
井
白
石
が
、
自
分
の
政
権
を
自
画
自
賛
す
る
た

め
に
、
綱
吉
時
代
を
過
剰
に
貶
め
て
、
生
類
憐
れ
み
の
令
に
つ
い
て
も
害
悪
を
誇
張
」
し
た
こ
と
が
穿
た
れ
る
。

（
11
）
竹
中
伸
夫
「
中
学
校
に
お
け
る
歴
史
人
物
学
習
の
可
能
性
：
教
科
書
分
析
と
授
業
開
発
を
手
が
か
り
に
」（
二
〇
一
二
）
参
照
。

（
12
）
一
七
三
二
年
、
イ
ナ
ゴ
な
ど
に
よ
る
害
で
近
畿
以
西
を
お
そ
っ
た
。
筑
前
国
も
罹
災
。

（
13
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
14
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
15
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
16
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
17
）
浮
田
は
湿
田
で
あ
っ
た
か
、
税
を
免
じ
ら
れ
た
田
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
18
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
二
頁
。

（
19
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
八
四
頁
図
参
照
。

（
20
）『
福
岡
藩
・
郡
役
所
記
録
』。
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
二
頁
。

（
21 

）「（
中
に
孔
が
あ
っ
て
、
そ
の
形
が
鳥
の
目
に
似
て
い
る
こ
と
か
）。
①　

銭
（
ぜ
に
）
の
異
称
。
↓
鵞
眼
が
が
ん
。
②　

一
般
に
、
金
銭
の
異

称
。」（『
広
辞
苑
』
岩
波
書
店
、
平
成
二
〇
年
、
第
六
版
）。

（
22
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
三
頁
。

（
23
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
三
頁
。

（
24
）
福
間
町
史
編
集
委
員
会
『
福
間
町
史　

通
史
編
』、
福
間
町
（
現
福
岡
県
福
津
市
）、
平
成
十
二
年
、
四
六
七
頁
。

（
25
）
前
掲
書
、
四
六
七
頁
。

（
26
）
ｗ
ｅ
ｂ
版
を
参
照
。

（
27 

）「『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
と
は
、
宗
像
大
社
沖
津
宮
、（
沖
ノ
島
、
小
屋
島
、
御
門
柱
、
天
狗
岩
）、
宗
像
大
社
沖
津

宮
遙
拝
所
、
宗
像
大
社
中
津
宮
、
宗
像
大
社
辺
津
宮
、
新
原
・
奴
山
古
墳
群
で
あ
る
。

（
28
）「
千
如
寺
に
つ
い
て
」（
雷
山
千
如
寺
大
悲
王
院　
ｗ
ｅ
ｂ
版
よ
り
）

（
29
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。

（
30
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
四
頁
。

（
31
）
前
掲
『
福
間
町
史　

通
史
編
』、
四
六
七
頁
。

四
七



（
32 

）『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二
〇
年
、
第
六
版
）
の
「
き
し
も
‐
じ
ん
【
鬼
子
母
神
】」
の
項
に
「（
キ
シ
ボ
ジ
ン
と
も
）（
梵
語　

H
ārītī

　

訶
梨
帝
）
王
舎
城
の
夜や

叉し
ゃ

神
の
娘
。
千
人
（
万
人
と
も
）
の
子
を
生
ん
だ
が
、
他
人
の
子
を
奪
っ
て
食
し
た
の
で
、
仏
は
彼
女
の
最
愛
の
末

子
を　

隠
し
て
戒
め
た
。
以
後
、
仏
法
の
護
法
神
と
な
り
、
子
宝
・
安
産
・
育
児
な
ど
の
祈
願
を
叶
え
る
と
い
う
。
ま
た
、
法
華
経
を
受
持
す

る
者
を
守
護
す
る
と
も
い
う
。
像
容
に
、
一
児
を
懐
に
し
吉ざ

く

ろ
祥
果
を
持
つ
天
女
形
と
、
忿
怒
相
の
鬼
形
と
が
あ
る
。
歓
喜
母
。
訶か

梨り

帝て
い

母も

。
誹

風
柳
多
留
24
『―

な
ど
を
売
る
の
は
や
す
い
や
つ
』」
と
み
え
る

（
33
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
五
頁
。

（
34
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
五
頁
。

（
35
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。

（
36
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。

（
37
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
六
頁
．

（
38
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
六
〜
二
四
七
頁
。

（
39
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
七
頁
。

（
40
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
七
頁
。

（
41
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
八
頁
。

（
42
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
四
九
〜
二
五
〇
頁
。

（
43
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
〇
頁
。

（
44
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
二
頁
。

（
45
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
二
頁
。

（
46
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
二
頁
。

（
47
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
二
頁
。

（
48
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
二
頁
。

（
49
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
三
頁
。

（
50
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
四
頁
。

（
51
）
井
上
隆
三
郎
前
掲
書
、
二
五
六
頁
。（『
福
岡
県
史
』）

（
52
）
前
掲
『
福
間
町
史　

通
史
篇
』、
四
六
七
頁
。

四
八


